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は じ め に 

 

 

本環境影響評価方法書は、「名古屋市環境影響評価条例」（平成 10 年名古屋市条例第

40 号）に基づき、令和 7 年 9 月 5 日に名古屋市に提出した「（仮称）千種駅前計画に係る

計画段階環境配慮書」（積水ハウス株式会社，令和 7 年 9 月）に対する市民等の意見及び

市長の意見を踏まえ、対象事業の目的、調査、予測及び評価を行う手法、環境の保全のた

めに配慮した内容等についてとりまとめたものである。 
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＜略称＞ 

以下に示す条例名等については、略称を用いた。 

 

条例名等 略称 

「県民の生活環境の保全等に関する条例」（平

成 15 年愛知県条例第 7 号） 
「愛知県生活環境保全条例」 

「市民の健康と安全を確保する環境の保全に

関する条例」（平成 15年名古屋市条例第 15号） 
「名古屋市環境保全条例」 

「市民の健康と安全を確保する環境の保全に

関する条例施行細則」（平成 15 年名古屋市規

則第 117 号） 

「名古屋市環境保全条例施行細則」 

大気汚染常時監視測定局 常監局 

一般環境大気測定局 一般局 

自動車排出ガス測定局 自排局 

東海旅客鉄道 JR 

名古屋市営地下鉄 地下鉄 

名古屋市営バス 市バス 
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